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玉
軸
受
及
び
円
す
い
こ
ろ
軸
受
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

玉
軸
受
及
び
円
す
い
こ
ろ
軸
受
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平

玉
軸
受
及
び
円
す
い
こ
ろ
軸
受
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

（
課
税
物
件
及
び
税
率
）

（
課
税
物
件
及
び
税
率
）

第
一
条

別
表
に
掲
げ
る
貨
物
で
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ

第
一
条

別
表
に
掲
げ
る
貨
物
で
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
プ
エ
ル
ト
リ
コ
を
含
む
。
）
を
原
産
地
と
す

れ
る
も
の
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
プ
エ
ル
ト
リ
コ
を
含
む
。
）
を
原
産
地
と
す

る
も
の
に
限
る
。
第
五
条
に
お
い
て
「
特
定
貨
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

る
も
の
に
限
る
。
第
五
条
に
お
い
て
「
特
定
貨
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
世
界
貿
易
機
関
協
定
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
を
い

、
世
界
貿
易
機
関
協
定
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関

税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
又
は
世
界
貿
易
機
関

税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
又
は
世
界
貿
易
機
関

協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定

協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定

に
基
づ
く
条
約
に
お
け
る
関
税
の
譲
許
の
適
用
を
停
止
し
、
関
税
定
率
法
（
以

に
基
づ
く
条
約
に
お
け
る
関
税
の
譲
許
の
適
用
を
停
止
し
、
関
税
定
率
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
法
別

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
法
別

表
（
以
下
「
関
税
率
表
」
と
い
う
。
）
の
税
率
（
条
約
中
に
関
税
に
つ
い
て
特

表
（
以
下
「
関
税
率
表
」
と
い
う
。
）
の
税
率
（
条
約
中
に
関
税
に
つ
い
て
特

別
の
規
定
が
あ
り
、
当
該
関
税
の
譲
許
の
適
用
の
停
止
が
な
い
も
の
と
し
た
場

別
の
規
定
が
あ
り
、
当
該
関
税
の
譲
許
の
適
用
の
停
止
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
当
該
特
別
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
の
規
定

合
に
当
該
特
別
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
の
規
定

に
よ
る
税
率
）
に
よ
る
関
税
（
第
五
条
に
お
い
て
「
一
般
関
税
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
税
率
）
に
よ
る
関
税
（
第
五
条
に
お
い
て
「
一
般
関
税
」
と
い
う
。
）

の
ほ
か
、
別
表
に
定
め
る
税
率
に
よ
る
関
税
（
第
五
条
に
お
い
て
「
報
復
関
税

の
ほ
か
、
別
表
に
定
め
る
税
率
に
よ
る
関
税
（
第
五
条
に
お
い
て
「
報
復
関
税

」
と
い
う
。
）
を
課
す
る
。

」
と
い
う
。
）
を
課
す
る
。

（
提
出
書
類
）

（
提
出
書
類
）

第
二
条

税
関
長
は
、
別
表
に
掲
げ
る
貨
物
を
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま

第
二
条

税
関
長
は
、
別
表
に
掲
げ
る
貨
物
を
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
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で
に
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
輸
入
申
告
（
関
税
法
（
昭
和
二
十

で
に
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
輸
入
申
告
（
関
税
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
申
告
に
係
る

九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
申
告
に
係
る

貨
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
例
申
告
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際

貨
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
例
申
告
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際

（
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
輸
入
申
告
後

（
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
輸
入
申
告
後

そ
の
理
由
に
よ
り
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
間
内
）
に
、
当
該
貨
物
の
原
産
地
を

そ
の
理
由
に
よ
り
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
間
内
）
に
、
当
該
貨
物
の
原
産
地
を

証
明
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
原
産
地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
さ

証
明
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
原
産
地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
二
十
七

２

同

上

条
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
証
明
に
係
る
物
品
」
と
あ
る
の
は
、
「
証

明
に
係
る
物
品
の
記
号
、
番
号
、
品
名
、
数
量
及
び
原
産
地
が
記
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
物
品
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
関
係
）

番
号

品

目

税

率

番
号

品

目

税

率

一

関
税
率
表
第
八
四
八
二
・
一
〇
号
に
掲
げ
る
貨

一
・
七
％

一

関
税
率
表
第
八
四
八
二
・
一
〇
号
に
掲
げ
る
貨

四
・
一
％

物

物

二

関
税
率
表
第
八
四
八
二
・
二
〇
号
に
掲
げ
る
貨

一
・
七
％

二

関
税
率
表
第
八
四
八
二
・
二
〇
号
に
掲
げ
る
貨

四
・
一
％

物

物


